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項番 業務大区分 業務区分 業務名および項目名 
業務 
コード 

1 

オンライン 
業務 

輸入届出 医薬品医療機器等輸入届出事項登録 PGA 

2 輸入届出 医薬品医療機器等輸入届出呼出し PGB 

3 輸入届出 医薬品医療機器等輸入届出 PGC 

4 輸入届出 医薬品医療機器等輸入変更届出呼出し PGM 

5 輸入届出 医薬品医療機器等輸入変更届出確認 PGM01 

6 輸入届出 医薬品医療機器等輸入変更届出 PGM02 

9 輸入届出 医薬品医療機器等輸入届出一括変更呼出し PGF 

10 輸入届出 医薬品医療機器等輸入届出一括変更 PGF01 

13 輸入届出 医薬品医療機器等輸入届出情報個別照会  PGI 

14 輸出用 医薬品医療機器等輸出用届出事項登録 PTA 

15 輸出用 医薬品医療機器等輸出用届出呼出し PTB 

16 輸出用 医薬品医療機器等輸出用届出 PTC 

17 輸出用 医薬品医療機器等輸出用変更届出呼出し PTM 

18 輸出用 医薬品医療機器等輸出用変更届出確認 PTM01 

19 輸出用 医薬品医療機器等輸出用変更届出 PTM02 

22 輸出用 医薬品医療機器等輸出用届出情報個別照会  PTI 

23 輸入報告 医薬品医療機器等輸入報告事項登録 POA 

24 輸入報告 医薬品医療機器等輸入報告呼出し POB 

25 輸入報告 医薬品医療機器等輸入報告 POC 

28 輸入報告 医薬品医療機器等輸入報告情報個別照会  POI 

31 共通 医薬品医療機器等利用者情報登録 PYA 

32 共通 医薬品医療機器等利用者情報呼出し PYB 

34 共通 医薬品医療機器等輸出入手続き関連情報一覧照会  PVJ 
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1. 業務コード一覧 



2. NACCSパッケージソフトの起動 
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ステップ1 NACCSパッケージソフトをダブルクリックし、ソフトを起動させる。 

ステップ2 

ステップ3 

① 

② 

② 

①に利用者IDとパスワードを入力する。 

②の業務コードに使用したい業務コードを入力、もしくは業務メニューより業務を選択する。 
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ステップ1 利用者情報登録（PYA）業務にて、情報を入力する。 
※印がある欄は必須入力である。 

入力する欄がアクティブになると、 
その欄の入力項目ガイドが表示される 

利用者情報の 
登録 PYA→厚生局に届出→代表者の受信フォルダに利用者確認結果情報 

入力画面（PYA_医薬品医療機器等利用者情報登録） 

3. 医薬品医療機器等利用者情報の登録 
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ステップ2 
  Ｅ：関東信越厚生局 
  Ｗ：近畿厚生局 

② ① 

① 

  Ａ：法人（輸入報告を実施しない） 
    Ｂ：法人（輸入報告を実施する） 
    Ｃ：個人 
② 

  ０１：第一種医薬品製造販売業 
  ０２：第二種医薬品製造販売業 
  ０３：医薬部外品製造販売業 
  ０４：化粧品製造販売業 
  ０５：第一種医療機器製造販売業 
  ０６：第二種医療機器製造販売業 
  ０７：第三種医療機器製造販売業 
  ０８：体外診断用医薬品製造販売業 
  ０９：再生医療等製品製造販売業 
  １１：医薬品製造業 
  １２：医薬部外品製造業 
  １３：化粧品製造業 
  １４：医療機器製造業 
  １５：体外診断用医薬品製造業 
  １６：再生医療等製品製造業 

  造業・製造所の許可区分を入力 
  ０１１：医薬品 一般 
  ０１２：医薬品 無菌医薬品 
  ０１３：医薬品 生物学的製剤等 
  ０１４：医薬品 放射性医薬品 
  ０１５：医薬品 包装･表示・保管 
  ０２１：医薬部外品 一般 
  ０２２：医薬部外品 無菌医薬部外品 
  ０２５：医薬部外品 包装･表示･保管 
  ０３１：化粧品 一般 
  ０３５：化粧品 包装･表示･保管 
  ０６１：再生医療等製品 一般 
  ０６５：再生医療等製品  
      包装･表示･保管 
 

 ・代行業者の場合 
 代行業者として輸入報告業務 
 を実施するにチェックを 
 入れる 
 ・委託元輸入者の場合 
 代行業者による輸入報告業務 
 を実施するにチェックを入れ 
 る 
 

⑦ 

  事業所または製造所の 
  名称を入力する。 
  輸入報告の場合、 
  営業所等情報の記載を 
  入力する(②でB,Cを入力 
  時には必須入力)。 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑥ 

⑦ 

④ 
⑤ 

③ 

①②⑥⑦のプルダウンの項目については対象内容を選択する。 
業者コードについては記載の必要があれば入力をする。 
輸入報告(薬監証明)を扱う場合は③にチェックを入れる。 

ステップ3 必要事項を入力して、送信ボタンを押下後に届出される。 

入力画面（PYA_医薬品医療機器等利用者情報登録） 

3. 医薬品医療機器等利用者情報の登録 
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ステップ4 

受信フォルダから
通知を選択し表示 

厚生局の審査が終わると、利用者確認結果情報代表端末に配信される。 
即時電文取出ボタンを押下後、受信フォルダから該当の通知を表示し 
、結果を確認する。 

3. 医薬品医療機器等利用者情報の登録 



 

 

7 

ステップ1 PYBにて利用者コード(利用者IDの先頭5桁)を入力し、送信ボタンを押下 

利用者情報の 
確認・訂正 PYB→PYA→厚生局に届出→代表者の受信フォルダに利用者確認結果情報 

入力画面（PYB_医薬品医療機器等利用者情報呼出し情報） 

4. 医薬品医療機器等利用者情報の確認・変更 
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ステップ2 初回のPYAで登録した内容が不受理だった場合又は登録内容に変更があった場合に、変更内容を上書き入力し送信
する 

確認画面（PYA_医薬品医療機器等利用者登録情報呼出し情報） 

4. 医薬品医療機器等利用者情報の確認・変更 



 

 

9 

ステップ1 

※ 

  Ｅ：関東信越厚生局 
  Ｗ：近畿厚生局 ① 

  Ｓ：製造販売用 
   Ｍ：製造用 ② 

  ０１：第一種医薬品製造販売業 
  ０２：第二種医薬品製造販売業 
  ０３：医薬部外品製造販売業 
  ０４：化粧品製造販売業 
  ０５：第一種医療機器製造販売業 
  ０６：第二種医療機器製造販売業 
  ０７：第三種医療機器製造販売業 
  ０８：体外診断用医薬品製造販売業 
  ０９：再生医療等製品製造販売業 
  １１：医薬品製造業 
  １２：医薬部外品製造業 
  １３：化粧品製造業 
  １４：医療機器製造業 
  １５：体外診断用医薬品製造業 
  １６：再生医療等製品製造業 

④ 

  造業・製造所の許可区分を入力 
  ０１１：医薬品 一般 
  ０１２：医薬品 無菌医薬品 
  ０１３：医薬品 生物学的製剤等 
  ０１４：医薬品 放射性医薬品 
  ０１５：医薬品 包装･表示・保管 
  ０２１：医薬部外品 一般 
  ０２２：医薬部外品 無菌医薬部外品 
  ０２５：医薬部外品 包装･表示･保管 
  ０３１：化粧品 一般 
  ０３５：化粧品 包装･表示･保管 
  ０６１：再生医療等製品 一般 
  ０６５：再生医療等製品  
      包装･表示･保管 

⑤ 

ＥＮ：医療機器 
ＰＮ：医薬品 一般 
ＰＰ：医薬品 包装 表示 保管 
ＰＢ：医薬品 生物学的製剤等 
ＰＲ：医薬品 放射性医薬品 
ＰＳ：医薬品 無菌医薬品 
ＱＮ：医薬部外品 一般 
ＱＳ：医薬部外品 無菌医薬部外品 
ＱＰ：医薬部外品 包装 表示 保管 
ＲＮ：再生医療等製品 一般 
ＲＰ：再生医療等製品 包装 表示 保管 
ＶＮ：体外診断薬 （注）輸入する品目
の別が化粧品の場合は入力不要 

 
１：医薬品 
２：医薬部外品 
３：化粧品 
４：医療機器 
５：体外診断用医薬品 
６：再生医療等製品 

登録終了後に届出番号が付与される 

5. 医薬品医療機器等輸入届出・輸出用届出・輸入報告の届出 

輸入届出 
情報作成・届出 PGA→PGC→厚生局に届出→代表者の受信フォルダに結果情報 

PGAの共通部にて届出情報を入力する。 

入力画面（PGA_医薬品医療機器等輸入届出事項登録_共通） 

① 
② 

⑤ 

③ 
④ 

⑥ 

⑥ 

③ 
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ステップ2 

5. 医薬品医療機器等輸入届出・輸出用届出・輸入報告の届出 

入力画面（PGA_医薬品医療機器等輸入届出事項登録_品目） 

輸入品目名称(和名) 
全角30文字 
輸入品目名称(英名) 
半角60文字 
プロダクトコード(任意) 
製品番号を入力 

PGAの品目部にて届出情報を入力する。 
 

ステップ3 必要事項を入力して、送信ボタンを押下後にPGC画面に遷移する。
コードの内容が展開されるので内容に間違いがないかを確認する。 

登録終了後に届出番号が付与される 
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ステップ4 

添付ファイルが有
る場合は、クリップ
ボタンを押下して
ファイルを選んで
添付する。 

ステップ5 

システムでの届出以外に資料
を郵送する場合に入力 

Ｙ：郵送書類あり 

① 

① 

PGCにて添付ファイルが必要な場合は、ファイルを選択し添付する。 

入力画面（PGC_医薬品医療機器等輸入届出） 

② 

 

システムでの届出時に必要とす
る添付ファイル有無、添付漏れ
有無を確認した場合に入力 

１：確認済み 

② 

添付ファイルを選
択した後は、ファイ
ル名が表示される。 
１０ファイル、３Ｍま
で送信可能 

郵送の有無、添付ファイルの確認を入力する。 

ステップ6 送信ボタンを押下すると、届出が送信される。 

5. 医薬品医療機器等輸入届出・輸出用届出・輸入報告の届出 
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ステップ1 

輸出用届出 
情報作成・届出 PTA→PTC→PMDAに届出→代表者の受信フォルダに結果情報 

入力画面（PＴA_医薬品医療機器等輸出用届出事項登録_共通） 

5. 医薬品医療機器等輸入届出・輸出用届出・輸入報告の届出 

登録終了後に届出番号
が付与される 

  １：製造 
  ２：輸入 
① 

  ０１：第一種医薬品製造販売業 
  ０２：第二種医薬品製造販売業 
  ０３：医薬部外品製造販売業 
  ０４：化粧品製造販売業 
  ０５：第一種医療機器製造販売業 
  ０６：第二種医療機器製造販売業 
  ０７：第三種医療機器製造販売業 
  ０８：体外診断用医薬品製造販売業 
  ０９：再生医療等製品製造販売業 
  １１：医薬品製造業 
  １２：医薬部外品製造業 
  １３：化粧品製造業 
  １４：医療機器製造業 
  １５：体外診断用医薬品製造業 
  １６：再生医療等製品製造業 

③ 

  造業・製造所の許可区分を入力 
  ０１１：医薬品 一般 
  ０１２：医薬品 無菌医薬品 
  ０１３：医薬品 生物学的製剤等 
  ０１４：医薬品 放射性医薬品 
  ０１５：医薬品 包装･表示・保管 
  ０２１：医薬部外品 一般 
  ０２２：医薬部外品 無菌医薬部外品 
  ０２５：医薬部外品 包装･表示･保管 
  ０３１：化粧品 一般 
  ０３５：化粧品 包装･表示･保管 
  ０６１：再生医療等製品 一般 
  ０６５：再生医療等製品  
      包装･表示･保管 

④ 

 
製造または輸入しようとする品目について、
類別を類別コードで入力 
【類別名称例】 
001 手術台及び治療台  
002 医療用照明器  
003 医療用消毒器  
004 医療用殺菌水装置  
005 麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢及び 
   ガス吸収かん  
006 呼吸補助器  

 

１：医薬品 
２：医薬部外品 
３：化粧品 
４：医療機器 
５：体外診断用医薬品 
６：再生医療等製品 

⑤ 

② 

① 

② 

⑤ 

③ 
④ 

PTAの共通部にて届出情報を入力する。 
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ステップ2 輸出用名称部にて、製造または輸入しようとする品目について、輸出用名称を入力 

5. 医薬品医療機器等輸入届出・輸出用届出・輸入報告の届出 

入力画面（PＴA_医薬品医療機器等輸出用届出事項登録_輸出用名称） 
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ステップ3 製造方法部にて、製造または輸入しようとする品目の製造方法を入力する。 
基本的には製造方法の工程を連番001から順番に書いていく。 
製造方法の工程が2つに分岐して、また1つの工程に戻る時、一度入力した製造方法の途中工程に変更があり、入力内容をずらす場合、 
連番の組み合わせにより柔軟な対応がとれる。 

5. 医薬品医療機器等輸入届出・輸出用届出・輸入報告の届出 

入力画面（PＴA_医薬品医療機器等輸出用届出事項登録_製造方法） 

製造方法の連番
を入力 
 

次の連番を入力 
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ステップ4 輸出先部にて、輸出先国の国コードをすべて入力する。 
国コードがない場合は、“輸出先（その他）”に名称を入力する。 

5. 医薬品医療機器等輸入届出・輸出用届出・輸入報告の届出 

入力画面（PＴA_医薬品医療機器等輸出用届出事項登録_輸出先） 

輸出先に「ＺＺ」(コードの無い
国)を入力する場合は必須入
力 

輸出先国名をコードで
入力 

【国コード】 
国連LOCODEのこと。 
NACCS掲示板にある 
“IATAコード・国連LOCODE（国名
コード含む）”ファイルを参照 
http://www.naccscenter.com/sys
tem/code/ 
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ステップ5 添付ファイルが有の場合には、添付ファイルの内容を入力 

5. 医薬品医療機器等輸入届出・輸出用届出・輸入報告の届出 

入力画面（PＴA_医薬品医療機器等輸出用届出事項登録_備考） 

添付ファイルの内容
をコードで入力 
 

（１）添付ファイルの内容をコードで入力 
０１：医薬品・医薬部外品別紙記載項目(成分及び分量又は本質、製造方法、 
   用法及び用量、効能又は効果、規格及び試験方法） 
０２：体外診断用医薬品別紙記載項目(使用目的、形状・構造及び原理、反   
   応系に関与する成分、品目仕様、規格及び試験方法） 
０３：医療機器別紙記載項目(形状・構造及び原理、原材料、使用目的又は 
   効果、使用方法） 
０４：再生医療等製品別紙記載項目(形状・構造・成分・分量又は本質、効 
   能・効果又は性能、用法及び用量又は使用方法） 
０５：化粧品添付資料 
０６：一般医療機器又は法第23条の２の23第１項の規定により指定する高 
   度管理 
   医療機器又は管理医療機器別紙記載項目（記載を要しない） 
０７：歯科材料（固形の歯科用研削材料類を除く。）別紙記載事項（原材 
   料、使用目的又は効果、使用方法） 
（２）品目の別が医薬品または医薬部外品の場合は「０１」以外入力不可 
（３）品目の別が化粧品の場合は「０５」以外入力不可 
（４）品目の別が医療機器の場合は「０３」、「０６」または「０７」 
   であること 
（５）品目の別が体外診断用医薬品の場合は「０２」以外入力不可 
（６）品目の別が再生医療等製品の場合は「０４」以外入力不可 

ステップ6 必要事項を入力して、送信ボタンを押下後にPTC画面に遷移する。 
コードの内容が展開されるので内容に間違いがないかを確認する。 
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ステップ7 

添付ファイルが有
る場合は、クリップ
ボタンを押下して
ファイルを選んで
添付する。 

ステップ8 

システムでの届出以外に資料
を郵送する場合に入力 

Ｙ：郵送書類あり 

① 

① 

PTCにて添付ファイルが必要な場合は、ファイルを選択し添付する。 

入力画面（PTC_医薬品医療機器等輸出用届出） 

② 

 

システムでの届出時に必要とす
る添付ファイル有無、添付漏れ
有無を確認した場合に入力 

１：確認済み 

② 

添付ファイルを選
択した後は、ファイ
ル名が表示される。 
１０ファイル、３Ｍま
で送信可能 

郵送の有無、添付ファイルの確認を入力する。 

ステップ9 送信ボタンを押下すると、届出が送信する。 

5. 医薬品医療機器等輸入届出・輸出用届出・輸入報告の届出 
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ステップ1 

総合運転試験では委託元輸入者のダ
ミーコードとして「1AYA3」を入力する 

5. 医薬品医療機器等輸入届出・輸出用届出・輸入報告の届出 

薬監証明 
情報作成・届出 POA→POC→厚生局に届出→代表者の受信フォルダに結果情報 

登録終了後に報告番号が付与される 

ＡＷＢ，Ｂ／Ｌ等の番号 
（１）ＡＷＢ，Ｂ／Ｌ等の番号を入力 
（２）郵便物の場合は、到着通知はがきの通
知番号、便名等を入力 
 
【取卸港コード】 
IATAコードのこと。 
NACCS掲示板にある 
“IATAコード・国連LOCODE（国名コード含
む）”ファイルを参照 
http://www.naccscenter.com/system/code/ 
例 ： 成田空港：NRT、羽田空港HND、関西
国際空港KIX、福岡空港FUK 

 
１：医薬品 
２：医薬部外品 
３：化粧品 
４：医療機器 
６：再生医療等製品 
７：毒物 
８：劇物 

① 

① 

 

 
代理申請表示 
（１）本人申請の場合は、入力不可 
（２）代理申請の場合は「１」を入力 
委託元利用者コード 
（１）本人申請の場合は、入力不可 
（２）代理申請の場合は委託元利用者
コードを入力 
 

② 

② 

 

 
業許可等の有無を以下から選択 
Ｓ：製造販売業 
Ｍ：製造業 
Ｉ：毒劇物輸入業 

③ 

③ 

④ 

⑤ 

 
（１）国名（製造業者）を入力 
（２）国名（製造業者）が不明の場
合は「ＺＺ」を入力 
【国コード】 
国連LOCODEのこと。 
NACCS掲示板にある 
“IATAコード・国連LOCODE（国名
コード含む）”ファイルを参照 
http://www.naccscenter.com/sys
tem/code/ 

④ 

⑤ 

POAの共通部にて届出情報を入力する。 

 

 

輸入の目的＿再輸入品・返送品
用が入力された場合は、再輸入
・返送に至った理由及び今後の
措置を必須入力 
 

⑥ 

⑥ 

入力画面（POA_医薬品医療機器等輸入報告事項登録） 

http://www.naccscenter.com/system/code/


入力画面（POA_医薬品医療機器等輸入報告事項登録） 
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5. 医薬品医療機器等輸入届出・輸出用届出・輸入報告の届出 

 

臨床試験、試験研究、訓練の要
旨を入力 

⑦ 

⑦ 
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5. 医薬品医療機器等輸入届出・輸出用届出・輸入報告の届出 

①輸入品目名称： 輸入品目名称を入力 
②プロダクトコード（識別番号）： 製品番号、識別番号、型番等を入力 
③数量： 数量を入力。小数点以下第２位まで入力可 
④数量単位： 数量単位を入力（例 kg等） 
⑤対応製造業者番号： 対応製造業者番号を入力 
⑥化学名または本質：  
 品目の別に「１（医薬品）」が入力された場合、かつ輸入の目的＿個人用または輸入の目的＿医療従事者個人用が入力された場合は、必須入力。化学名または本質を以下から選択 
 ０１：ヒアルロン酸 ０２：ボツリヌス毒素 ０３：痩身効果 ０４：アスコルピン酸 ０５：歯牙漂白剤 ０６：ミノキシジル ０７：アバスチン ０８：サリドマイド 
 ０９：不活化ポリオワクチン １０：リドカイン １１：メラトニン １２：ヨウ化カリウム １３：タミフル １４：シルデナフィル １５：漢方 １６：レナリドミド  
 ９９：その他 
⑦一般的名称： 
 （１）品目の別に「１（医薬品）」が入力された場合は、かつ化学名または本質に入力がない場合は、必須入力 
 （２）化学名または本質に「９９（その他）」が入力された場合は、必須入力 
 （３）毒劇物の場合は、該当する毒劇物の名称及びその含量％を入力 
⑧用途： 
 品目の別に「１（医薬品）」が入力された場合、かつ輸入の目的＿個人用または輸入の目的＿医療従事者個人用が入力された場合は、必須入力。用途を以下から選択 
 ０１：ガン治療 ０２：強壮剤・ＥＤ薬 ０３：うつ・気分障害・不眠治療 ０４：栄養補充 ０５：美容 ０６：避妊 ０７：アレルギー治療 ０８：育毛 ０９：ワクチン 
 １０：皮膚麻酔 １１：眼科治療 １２：歯科治療 １３：特定疾病治療 １４：震災関連 １５：動物の治療 １６：サプリメント ９９：その他 
  
⑨用途（その他）： 用途に「９９（その他）」が入力された場合は、必須入力 
⑩具体的な用途（効能または効果）： 具体的な用途（効能または効果）を入力  
⑪規格： 規格を入力 
 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 

ステップ2 品目部にて品目の情報を入力する。 

ステップ3 必要事項を入力して、送信ボタンを押下後にPOC画面に遷移する。 
コードの内容が展開されるので内容に間違いがないかを確認する。 

入力画面（POA_医薬品医療機器等輸入報告事項登録） 



入力画面（POC_医薬品医療機器等輸入報告） 
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ステップ4 

ステップ5 

POCにて添付ファイルが必要な場合は、ファイルを選択し添付する。 

誓約事項のチェック、添付ファイルの種類のチェック確認を入力する。 

ステップ6 送信ボタンを押下すると、届出が送信する。 

添付ファイルが
有る場合は、ク
リップボタンを
押下してファイ
ルを選んで添
付する。 

添付ファイルを選
択した後は、ファイ
ル名が表示される。 
１０ファイル、３Ｍま
で送信可能 

誓約事項にチェックを入れる 
① 

① 

添付ファイル確認にチェックを入
れる 

② 

② 

5. 医薬品医療機器等輸入届出・輸出用届出・輸入報告の届出 



・PTB→PTA→PTC→PMDAに届出→代表者の受信フォルダに結果情報 

入力画面（PGB_医薬品医療機器等輸入届出呼出し） 
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ステップ1 届出番号を入力し、送信ボタンを押下する。 

自動付与された届出番
号がキーとなる 

各届出の種別は届出番号の先頭の頭１文字
目で判別できる 
ＰＧＢ業務 輸入届出番号の頭１文字目“Ｍ” 
ＰＯＢ業務 輸入報告番号の頭１文字目“Ｙ” 
ＰＴＢ業務 輸出用届出番号の頭１文字目“Ｐ” PGC、PTC、POCを終了

した届出事項は呼出せ
ない 

各種届出 
呼出し 

・PGB→PGA→PGC→厚生局に届出→代表者の受信フォルダに結果情報 

・POB→POA→POC→厚生局に届出→代表者の受信フォルダに結果情報 

6. 医薬品医療機器等輸入届出・輸出用届出・輸入報告呼出し 

 輸出用届出の場合   輸出用届出呼出し（PTB）で同様の操作を行う 

 輸入報告の場合     輸入報告呼出し（POB）で同様の操作を行う 

 

 

PGA、PTA、POAを再度、呼出して届出を行うルート 
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照会画面（PGI_医薬品医療機器等輸入届出照会情報_共通） 

7. 医薬品医療機器等輸入届出・輸出用届出・輸入報告の照会 

届出番号を入力し、送信ボタンを押下する。 

各種届出 
照会 PGI 輸入届出の照会 

PTI 輸出用届出の照会 
POI 輸入報告の照会 

ステップ1 

ステップ2 該当届出情報が照会される。 
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8. 医薬品医療機器等輸入届出・輸出用届出の変更・廃止 

入力画面（PGM_医薬品医療機器等輸入変更届出呼出し） 

各種届出 
変更・廃止 PGM→ PGM01 → PGM02 →厚生局に届出→代表者の受信フォルダに結果情報 

PTM→ PTM01 → PTM02 →厚生局に届出→代表者の受信フォルダに結果情報 

ステップ1 変更する届出番号を入力し、送信ボタンを押下する。 
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ステップ2 

入力画面（PGM01_医薬品医療機器等輸入変更届出確認） 

変更する項目に変更有無のチェックボックスがある場合はチェックをする。 
変更する項目に変更区分がある場合は変更内容を選択する。 

8. 医薬品医療機器等輸入届出・輸出用届出の変更・廃止 

廃止の場合は廃止識別
にチェックを入れる 

ステップ3 変更する項目を入力後、送信ボタンを押下する。 
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輸出用届出の場合  輸出用届出呼出し（PTＣ）で同様に届出を行う 

 

添付ファイルが有
る場合は、クリップ
ボタンを押下して
ファイルを選んで
添付する。 

システムでの届出以外に資料
を郵送する場合に入力 

Ｙ：郵送書類あり 

① 

① 

PGM02にて添付ファイルが必要な場合は、ファイルを選択し添付する。 

② 

 

システムでの届出時に必要とす
る添付ファイル有無、添付漏れ
有無を確認した場合に入力 

１：確認済み 

② 

添付ファイルを選択
した後は、ファイル
名が表示される。 

郵送の有無、添付ファイルの確認を入力する。 

送信ボタンを押下すると、届出が送信する。 

入力画面（PGM02_医薬品医療機器等輸入変更届出） 

ステップ4 

ステップ5 

ステップ6 

8. 医薬品医療機器等輸入届出・輸出用届出の変更・廃止 

初回の添付ファイ
ルは消える。 
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入力画面（PJV_医薬品医療機器等輸出入手続き一覧照会） 

9. 医薬品医療機器等輸出入手続き一覧照会 

各種届出 
一覧照会 

ステップ1 照会したい届出の内容を入力し、送信ボタンを押下する。 

ＰＶＪにて自身の届出を一覧で照会 
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ステップ2 照会したい届出の内容が一覧で表示される。届出番号を右クリックして業務リンクを選ぶと、選択した届出に関係する業務に遷移する。 

9. 医薬品医療機器等輸出入手続き一覧照会 
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入力画面（ＰＧＦ_医薬品医療機器等輸入用届出一括変更呼出し） 

10.医薬品医療機器等輸入用届出一括変更 

ステップ1 業許可又は登録番号で呼び出しをする場合、業許可又は登録番号を入力する。 
外国製造業者認定区分で呼び出しをする場合、外国製造業者認定区分、外国製造業者認定番号を入力する。 

輸入届出 
一括変更 ＰＧＦにて自身の輸入届出を一括で変更 

ステップ2 項目を入力後、送信ボタンを押下する。 
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ステップ3 提出先を選択し、変更年月日を入力、対象外の届出は対象外識別にチェックを入れる。 

ステップ4 変更したい内容を入力後、送信ボタンを押下する。 

10.医薬品医療機器等輸入用届出一括変更 
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別ウインドウが開き、取得可能な管
理資料の一覧が表示される 

11.管理統計資料の取得方法 
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「取得」ボタンを押下し、NACCSより管
理資料を取得する 

11.管理統計資料の取得方法 
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パッケージソフト左側より「フォルダ参照」タブを選択、
「管理資料電文」をクリックすると格納フォルダが開く 

パッケージソフト左側より「フォルダ参
照」タブを選択、「管理資料電文」をク
リックすると格納フォルダが開く 

11.管理統計資料の取得方法 
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NACCSより取得した管理資料
が格納されている 

11.管理統計資料の取得方法 


